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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第４区分
【発行日】令和3年10月7日(2021.10.7)

【公開番号】特開2021-72696(P2021-72696A)
【公開日】令和3年5月6日(2021.5.6)
【年通号数】公開・登録公報2021-021
【出願番号】特願2019-197371(P2019-197371)
【国際特許分類】
   Ｈ０２Ｍ   3/28     (2006.01)
   Ｈ０２Ｍ   3/155    (2006.01)
   Ｂ６０Ｌ   1/00     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｈ０２Ｍ    3/28     　　　Ｈ
   Ｈ０２Ｍ    3/155    ＺＨＶＨ
   Ｂ６０Ｌ    1/00     　　　Ｌ

【手続補正書】
【提出日】令和3年8月24日(2021.8.24)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　入力側端子（ＣＨ１，ＣＬ１）、出力側端子（ＣＨ１，ＣＬ１）及びスイッチ部（Ｑ５
～Ｑ８，Ｑ１１）を有し、前記入力側端子に接続される蓄電部（１０）から、前記出力側
端子に接続される給電対象（１１）へと電力伝達を行う場合に前記スイッチ部をオンオフ
する電力変換装置（２０，９０，１００）において、
　前記スイッチ部は、該スイッチ部に逆導通電流が流れる場合において、そのゲート電圧
が負側に大きいほど、逆導通電流が流れる場合に発生する導通損失が大きくなる特性を有
しており、
　前記電力伝達に伴う発熱量の増大要求があるか否かを判定する判定部と、
　前記増大要求があると判定された場合、前記増大要求がないと判定された場合に比べて
前記電力伝達を行うときに逆導通電流が流れる前記スイッチ部のオフ時のゲート電圧を負
側に増大する制御部（７０）と、を備える電力変換装置。
【請求項２】
　前記制御部は、前記増大要求があると判定された場合、前記スイッチ部のオフ時のゲー
ト電圧を、前記電力伝達に伴って発生した熱を用いて昇温させる昇温対象要素の温度（Ｔ
）に基づき設定する請求項１に記載の電力変換装置。
【請求項３】
　前記制御部は、前記昇温対象要素の温度が上限温度以上の場合、前記スイッチ部のオフ
時のゲート電圧を第１オフ電圧に設定し、前記昇温対象要素の温度が、前記上限温度より
も低い制限開始温度以下の場合、前記スイッチ部のオフ時のゲート電圧を、前記第１オフ
電圧よりも負側に増大した第２オフ電圧に設定する請求項２に記載の電力変換装置。
【請求項４】
　前記制御部は、前記昇温対象要素の温度が前記制限開始温度よりも高くてかつ前記上限
温度よりも低い場合、前記スイッチ部のオフ時のゲート電圧を、前記昇温対象要素の温度
が前記上限温度に近いほど前記第１オフ電圧に近づける請求項３に記載の電力変換装置。
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【請求項５】
　前記制御部は、前記昇温対象要素の温度をその目標温度にフィードバック制御すべく、
前記スイッチ部のオフ時のゲート電圧を設定する請求項２に記載の電力変換装置。
【請求項６】
　互いに磁気結合される第１コイル（５０ａ）及び第２コイル（５０ｂ）を有するトラン
ス（５０）と、
　前記入力側端子及び前記第１コイルに接続され、前記蓄電部から供給される直流電圧を
交番電圧に変換して前記第１コイルに印加する変換回路（３０）と、
　前記出力側端子及び前記第２コイルに接続され、前記スイッチ部を有するフルブリッジ
回路（４０）と、を備え、
　前記制御部は、前記増大要求があると判定された場合、逆導通電流が流れている前記ス
イッチ部のオフ時のゲート電圧を、正側に一時的に増大させる期間を設ける請求項１乃至
５のいずれか一項に記載の電力変換装置。
【請求項７】
　互いに磁気結合される第１コイル及び第２コイルを有するトランスと、
　前記入力側端子及び前記第１コイルに接続され、前記蓄電部から供給される直流電圧を
交番電圧に変換して前記第１コイルに印加する変換回路と、
　前記出力側端子及び前記第２コイルに接続され、前記スイッチ部を有するフルブリッジ
回路と、を備え、
　前記制御部は、前記増大要求があると判定された場合、前記スイッチ部のオン時のゲー
ト電圧を、前記増大要求がないと判定された場合に比べ低減する請求項１乃至５のいずれ
か一項に記載の電力変換装置。
【請求項８】
　前記制御部は、前記増大要求がないと判定された場合、前記電力伝達を行うときに逆導
通電流が流れる前記スイッチ部をオンする請求項１乃至７のいずれか一項に記載の電力変
換装置。
【請求項９】
　前記電力伝達に伴って発生した熱を吸収し、その熱を昇温対象要素に伝達する熱伝達部
（１１０）を備える請求項１乃至８のいずれか一項に記載の電力変換装置。
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